
別記（協定書記載例）
	○年○月○日認可
	○○市（町村）長　○○　○○（名前）



有機農業を促進するための栽培管理に関する協定書
（○○○○協定）

（目的）                                                             
第１条　環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（令和４年法律第37号）に基づき、○○基本計画（○○県（都道府）○月○日策定）において定められた特定区域内にある相当規模の一団の農用地について、有機農業を促進するための栽培管理に関する事項を協定することにより、当該特定区域において特定環境負荷低減事業活動として行われる有機農業の生産団地を形成することを目的とする。

（名称）
第２条　この協定は、○○○○協定と称する。

（協定の対象となる農用地の区域）
第３条　この協定の対象となる農用地の区域（以下「協定区域」という。）は、別紙図面（別表）に定めるとおりとする。

（協定の締結）
第４条　この協定は、協定区域について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者（国及び地方公共団体を除く。以下「協定参加者」という。）の全員の合意によって締結する。

（有機農業及びそれ以外の農業における栽培管理に関する事項）
第５条　協定参加者は、協定区域における有機農業及びそれ以外の農業における栽培管理について次項から第４項までのとおり確認する。
２　協定参加者のうち有機農業を行う者は、自らが行う有機農産物の生産について適切な肥培管理に努め、病害虫の発生及び周辺へのまん延により地域の農作物被害が発生しないように配慮する。
３　協定参加者のうち有機農業以外の農業を行う者は、病害虫や雑草の防除、等のために化学農薬等（有機JASにおける使用禁止資材を含む。）を散布する場合、適切な飛散防止措置の実施に努め、有機農業を行うほ場等に飛散しないように配慮する。
４　協定参加者は、自身のほ場において農業生産に重要な影響を及ぼす病害虫の発生を確認し、周辺へのまん延のおそれがあると認める場合は、速やかに第８条第１項に規定する協定の代表者（又は協定参加者のうち農業を行う者全員）に連絡するとともに、被害を最小限に食い止めるための所要の措置を講ずるよう努める。

【必要に応じて記載】
５　有機農業を行うほ場及び有機農業以外の農業を行うほ場が隣接している場合は、生産ほ場の地理的条件や生産品目、作業効率を考慮した上で、一定（又は○メートル以上）の緩衝地帯を設けることとする。

（協定の有効期間）
第６条　この協定の有効期間は、○○市（町村）長の認可のあった日から○年○月○日までとする。

（協定の効力）
第７条　この協定は、協定の認可の公告のあった後において協定区域内の農用地に係る協定参加者になった者に対しても、その効力があるものとする。

（協定の代表者）
第８条　協定に係る事務の実施のため、協定参加者の過半数の合意により、代表者を選任するものとする。
２　次条及び第10条の場合において、代表者が第５条の規定に違反した場合には、協定の参加者の過半数の合意により、代表者に代わってその事務を行う者を選任することができるものとする。

（協定に違反した場合の措置）
第９条　第５条の規定に違反した協定参加者に対しては、代表者は、協定参加者と協議の上、規定に違反した当該協定参加者に対し、違反行為の是正のために必要な措置をとることを求めることができる。

（訴え）
第10条　第５条の規定に違反した協定参加者が前条の措置を講じない場合には、代表者は、措置の実施又は金銭による解決を求め、訴えを提起することができる。

（協定の変更）
第11条　協定において定めた事項を変更しようとする場合には、協定参加者の全員の合意をもってその旨を定め、○○市（町村）長の認可を受けるものとする。

（協定の廃止）
第12条　協定を廃止しようとする場合には、協定参加者の過半数の合意をもってその旨を定め、○○市（町村）長の認可を受けるものとする。

（その他必要な事項）
第13条　この協定書に定めのない事項については、協定参加者の協議のうえ決定するものとする。

別記様式第30号（法第31条第１項関係）


有機農業を促進するための栽培管理に関する協定認可申請書


年　　月　　日　

　市町村長　殿

申請者　住　　所
　　　　　　　　　氏　　名
　　　　　　　　　

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第31条第１項の規定による協定の認可を受けたいので、申請します。

記

１．協定の名称
　
　
２．対象とする区域
　　別紙のとおり

３．協定区域の面積


４．有効期間


５．特記事項

　　　　
（備考）
　１　下線について、協定区域が２以上の市町村の区域にわたる場合は、都道府県知事の名前を記載する。
２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
３　申請者欄は、協定の参加者全員の連名又は代表者を選任している場合はその代表者名を記載すること。
４　氏名に旧姓記載を希望する場合は、旧姓を括弧書きで併記すること。

別記様式第31号（法第34条第１項関係）


有機農業を促進するための栽培管理に関する協定変更認可申請書


年　　月　　日　

　市町村長　殿

申請者　住　　所
　　　　　　　　　氏　　名
　　　　　　　

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第34条第１項の規定による協定の変更の認可を受けたいので、申請します。

　　
記

１．認可年月日及び認可番号


２．協定の名称
　
　
３．変更の内容


４．変更の理由


５．特記事項

　　　　　
（備考）
　１　下線について、協定区域が２以上の市町村の区域にわたる場合は、都道府県知事の名前を記載する。
２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
３　申請者欄は、協定の参加者全員の連名又は代表者を選任している場合はその代表者名を記載すること。
４　氏名に旧姓記載を希望する場合は、旧姓を括弧書きで併記すること。

別記様式第32号（①代表者を除く協定の参加者等）




合　意　書


私は、「　　　　　　　　　　協定」に合意するとともに、同協定の代表者を「　　　　　　」とすることに合意します。




　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　


別記様式第32号（②協定の代表者）




合　意　書


私は、「　　　　　　　　　　協定」に合意するとともに、同協定の代表者となることに合意します。




　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　





別記様式第33号（法第32条第１項関係）

公　　告

下記協定について、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第31条第１項の規定により認可の申請があったため、同法第32条第１項の規定により公告し、利害関係人の縦覧に供する。
　なお、同条第２項の規定に基づき、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該協定について、○○市町村長に意見書を提出することができる。

年　　月　　日
　○○市町村長　

記

１．協定の概要
　　　協定の名称：
　　　対象となる農用地の所在・地番：
　　　有効期間：
　　　
２．縦覧期間・場所及び方法
　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで
　　　　


３．意見書の提出方法・提出先

（備考）
下線について、協定区域が２以上の市町村の区域にわたる場合は、都道府県知事の名前を記載する。
　

別記様式第34号（法第34条第２項関係）

公　　告

下記協定について、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第34条第１項の規定により変更の申請があったため、同条第２項において準用する同法第32条第１項の規定により公告し、利害関係人の縦覧に供する。
　なお、同法第32条第２項の規定に基づき、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該協定について、○○市町村長に意見書を提出することができる。

年　　月　　日
　○○市町村長　

記

１．協定の概要
　　　協定の名称：
　　　対象となる農用地の所在・地番：
　　　有効期間：　　　


２．変更の内容
　　


３．縦覧期間・場所及び方法
　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで


４．意見書の提出方法・提出先

（備考）
　下線について、協定区域が２以上の市町村の区域にわたる場合は、都道府県知事の名前を記載する。


　
別記様式第35号（法第33条第２項関係）

公　　告

下記協定について、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第33条第１項の規定により認可したため、同条第２項の規定により公告する。
　なお、当該協定については、下記場所において縦覧に供する。

年　　月　　日
　○○市町村長　

記

１．協定の概要
　　　協定の名称：
　　　対象となる農用地の所在・地番：
　　　有効期間：


２．縦覧場所
　　
（備考）
　下線について、協定区域が２以上の市町村の区域にわたる場合は、都道府県知事の名前を記載する。


別記様式第36号（法第34条第２項関係）

公　　告

下記協定について、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第34条第２項において準用する同法第33条第１項の規定により、協定の変更を認可したため、同法第33条第２項の規定により公告する。
　なお、当該協定については、下記場所において縦覧に供する。

年　　月　　日
　○○市町村長　

記

１．協定の概要
　　　協定の名称：
　　　対象とする農用地の所在・地番：
　　　有効期間：


　２．変更の内容




３．縦覧場所

（備考）
　下線について、協定区域が２以上の市町村の区域にわたる場合は、都道府県知事の名前を記載する。



別記様式第37号（法第33条第１項関係）
番　　　　　号
年　　月　　日


　○○　○○　様
　
市町村長

有機農業の促進のための栽培管理に関する協定認可通知書


環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第33条第１項の規定により、　年　月　日付けで申請のあった有機農業の促進のための栽培管理に関する協定を認可したので通知します。

認可番号：
認可年月日：


記

１．協定の名称
　
　
２．対象とする区域
　　

３．有効期間


４．特記事項

（備考）
　下線について、協定区域が２以上の市町村の区域にわたる場合は、都道府県知事の名前を記載する。


別記様式第38号（法第34条第２項関係）
番　　　　　号
年　　月　　日


　○○　○○　様
　
市町村長

有機農業の促進のための栽培管理に関する協定変更認可通知書


環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第34条第２項において準用する同法第33条第１項の規定により、　年　月　日付けで申請のあった有機農業の促進のための栽培管理に関する協定の変更を認可したので通知します。

認可番号：
認可年月日：


記

１．認可年月日及び認可番号


２．協定の名称
　
　
３．変更の内容


４．特記事項

（備考）
下線について、協定区域が２以上の市町村の区域にわたる場合は、都道府県知事の名前を記載する。


別記様式第39号（法第36条第１項関係）


有機農業を促進するための栽培管理に関する協定廃止認可申請書


年　　月　　日　

　市町村長　殿

申請者　住　　所
　　　　　　　　　氏　　名
　　　　　　　　　電話番号


環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第36条第１項の規定による協定の廃止の認可を受けたいので、申請します。



記

１．認可年月日及び認可番号


２．協定の名称
　
　
３．廃止の理由


４．特記事項

　
（備考）
１　下線について、協定区域が２以上の市町村の区域にわたる場合は、都道府県知事の名前を記載する。
２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
３　申請者欄は、協定の参加者全員の連名又は代表者を選任している場合はその代表者名を記載すること。
４　氏名に旧姓記載を希望する場合は、旧姓を括弧書きで併記すること。

別記様式第40号（法第36条第２項関係）

公　　告

下記協定について、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第36条第１項の規定により協定の廃止を認可したため、同条第２項の規定により公告する。

年　　月　　日
　○○市町村長　

記

１．廃止する協定の概要
　　　協定の名称：
　　　対象とする農用地の所在・地番：
　　
（備考）
　下線について、協定区域が２以上の市町村の区域にわたる場合は、都道府県知事の名前を記載する。


別記様式第41号（法第36条第１項関係）
番　　　　　号
年　　月　　日


　○○　○○　様
　
市町村長

有機農業の促進のための栽培管理に関する協定廃止認可通知書


環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第36条第１項の規定により、　年　月　日付けで申請のあった有機農業の促進のための栽培管理に関する協定の廃止を認可したので通知します。

認可番号：
認可年月日：


記

１．協定の名称
　
　
２．対象とする区域の地名及び地番


３．特記事項 

（備考）
　下線について、協定区域が２以上の市町村の区域にわたる場合は、都道府県知事の名前を記載する。


別記様式第42号（法第37条第１項関係）
番　　　　　号
年　　月　　日

　○○　○○　様
　
市町村長

有機農業の促進のための栽培管理に関する協定の認可の取消しに関する通知書

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第37条第１項の規定により、下記協定の認可を取り消したため通知します。

記

１．認可を取り消すこととした協定の名称、認可年月日及び認可番号
　
　２．認可を取り消すこととした理由

(注)
　１　この処分について不服があるときは、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第４条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３ヶ月以内に、市町村長に対して審査請求書（同法第19条第２項各号に掲げる事項（審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、同法同条第４項に掲げる事項を含みます。）を記載しなければなりません。）を提出して審査請求をすることができます。
　２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内に、市町村を被告として（市町村長が被告の代表者となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。
３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
　　　なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
（備考）
　下線について、協定区域が２以上の市町村の区域にわたる場合は、都道府県知事の名前を記載する。

別記様式第43号（法第37条第２項関係）

公　　告

下記協定について、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第37条第１項の規定により協定の認可を取り消すこととしたため、同条第２項の規定により公告する。

年　　月　　日
　○○市町村長　

記

１．認可を取り消すこととした協定の概要
　　　協定の名称：
　　　対象となる農用地の所在・地番：


　２．認可を取り消すこととした理由

（備考）
　下線について、協定区域が２以上の市町村の区域にわたる場合は、都道府県知事の名前を記載する。


